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障害児（者）支援の今後の取組について 

 

１ 障害児通学支援の見直し 

 

（１）目的 

 単独での通学が困難な障害児に対する、登下校時における送迎の支援に係る料金を見直し、

事業者の確保を図る。 

 

（２）内容 

送迎料金を下表のとおり、障害者移動支援と同額に見直す。 

送迎に係る時間 送迎料金（現行） 
 送迎料金（見直し後） 

 身体介護あり 身体介護なし 

３０分まで １，６００円  ２５５単位 

（約２，８５６円） 

１０５単位 

（約１，１７６円） 

１時間まで ２，１００円  ４０２単位 

（約４，５０２円） 

１９６単位 

（約２，１９５円） 

１時間３０分 

まで 

２，９００円  ５８４単位 

（約６，５４０円） 

２７４単位 

（約３，０６８円） 

２時間まで ３，７００円  ６６６単位 

（約７，４５９円） 

３０分を増すごとに

６９単位（約７７２

円）を加算 

  ※２時間を超える場合や早朝、夜間等は別途加算 

 

（３）適用時期 令和５年１０月以降 
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２ 重症心身障害児（者）等在宅レスパイト・就労等支援の拡充 

 

（１）目的 

家族に代わって一定時間医療的ケア等を行う看護師等の派遣を行う区の取組に対する都

の補助要綱が改正され、令和５年度より、補助上限時間数が年間１４４時間に引き上げられ

た。この改正を活用して、利用上限時間数を引き上げ、医療的ケアを必要とする重症心身障

害児（者）等の健康の保持とその家族の休息及び就労等を促進する。 

 

（２）内容 

   利用上限時間数を下記の通り引き上げる。 

（現  行） ９６時間 

（引上げ後）１４４時間 

 

（３）適用時期 令和５年７月１日 
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３ 重度障害者等就労支援の実施  

 

（１）背景 

 現行の障害福祉サービス（重度訪問介護・同行援護・行動援護）では、通勤中や就労時間

中のヘルパーによる支援は「経済活動」にあたるため、利用することができない。 

 

（２）内容 

 障害者の就労の機会や働き方の選択肢の拡大とともに、社会参加の促進を図るため、企業

が障害者雇用納付金制度に基づく助成金（雇用助成金）を活用した職場介助や通勤援助をし

ても、さらに支援を必要とする場合や、重度障害者等が自営業者として働く場合等に、通勤

や職場での身体介護等の支援を行う。 

①対象者 

   以下の要件をすべて満たす方 

   ・台東区から重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けている

こと。 

・民間企業に雇用されている、または自営業を営んでおり、就労継続のために本事業 

が必要であること。 

・原則として、１週間の所定労働時間が１０時間以上であること。 

 ②支援内容 

   雇用助成金による支援 本事業による支援 

民 間 企

業 に 雇

用 さ れ

て い る

方 

 

支援内容 

業務に必要な介助等 

①文書の朗読や作成 

②機器の操作や入力 など 

重度訪問介護、同行援護、行動

援護と同等の支援 

（喀痰吸引、水分補給、見守り

支援、移動介助など） 

通勤援助 通勤時の身体介助 

※各年度３か月まで 

通勤時の身体介助 

※各年度４か月目から 

自 営 業

者等 
支援内容 

 

（対象外） 

・重度訪問介護、同行援護、行

動援護と同等の支援 

・業務に必要な介助等 

通勤援助 （対象外） 通勤時の身体介助 

③利用者負担額 

   サービスにかかる費用の１割（生活保護世帯、住民税非課税世帯は無料） 

※障害福祉サービスと同様に負担上限額を設ける 

 

（３）適用時期 令和５年７月１日 
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４ 児童発達支援事業所等利用支援 

 

（１）目的 

 生計を同一にする子が２人以上いる世帯等に対し、児童発達支援事業所等に通う第２子以

降の利用者負担額を無償化することで、保護者の負担軽減を図る。 

 

（２）内容 

①対象者 

障害児通所支援（※）を利用する０歳～２歳の第２子以降の児童 

 ※児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援 

②利用者負担 

  第２子以降に対する国の多子軽減制度の上乗せとして、第１子の就学・未就学に関わら

ず、第２子以降の利用者負担を無償化する。 

  なお、東京都が令和５年１０月から同様の制度を開始するため、区では令和５年４月～

９月利用分について給付する。 

 

   【参考】国の多子軽減制度 

対象 
利用者負担 

幼稚園等に通い、または障害児通所支援を利用する乳幼児のうち 

（１）最年長者 １０／１００ 

（２）２番目のもの   ５／１００ 

（３）３番目以降のもの なし 

 

（３）適用時期  

令和５年４月利用分まで遡及し、対象者に直接、無償化実施に伴う差額を給付 
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５ 医療的ケア児等コーディネーター業務の実施について 

 

（１）目的 

 医療的ケア児・家族の総合相談窓口として、伴走的に実態・ニーズを積極的に把握し、

様々な相談・課題を支援先につなげるとともに、支援記録の一元管理を行う。課題の解消

に向けて、保健・医療・福祉・教育等の庁内・庁外の機関へ働きかけを行い、連携しなが

ら支援体制を構築する。 

 

（２）実施人員 

   福祉部障害福祉課総合相談担当 ３名 

 

（３）主な業務 

① 医療的ケア児やその家族を定期的に訪問し、生活実態やニーズを把握する。 

② 医療的ケア児やその家族、支援機関等からの相談に随時対応する。 

③ 医療的ケア児やその家族に関する情報を一元管理し、必要に応じて関係機関と共有

するとともに、関係者会議を運営し、適切な支援に繋げる。 

④ ニーズを踏まえ、支援策の構築に向けた働きかけ、調整を行う。 

⑤ 医療的ケア児の家族同士の交流の機会を創出する。 

 

（４）実施スケジュール 

業務内容 実施時期 

家庭訪問の実施 
令和５年４月～ 

※年１・２回の訪問を想定 

相談対応 随時 

退院前カンファレンスの参加 随時 

外部の支援機関担当者を交えた

会議の開催 
令和５年度中 

家族同士の交流の場 検討中 

 


